
Ⅱ 地方六団体関係
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１ 地方六団体代表者会議

（非公開）地方六団体代表者会議の開催状況

○平成２４年 ４月１６日 （総理大臣官邸）

○平成２４年 ８月３０日 （総理大臣官邸）

○平成２４年１１月 ８日 （都道府県会館）

○平成２５年 １月１５日 （総理大臣官邸）
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２ 地方六団体の提言、声明、
談話、申し入れ等
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社会保障・税一体改革関連法の成立について 

 
本日、社会保障・税一体改革関連法が成立した。少子高齢化の急速な進

展や国・地方ともに極めて厳しい財政状況の下で、国民が安心し、希望が

持てる社会保障の実現が求められていることを踏まえれば、国・地方双方

にとっての安定財源の確保は避けることのできない課題であり、今回の法

案成立を評価するものである。 

 

ただし、消費税率の引上げの実施に当たっては、東日本大震災の影響や

厳しい地域経済の状況等に配慮するとともに、消費税の逆進性を踏まえた

低所得者への対策を講ずることが必要である。また、国民の理解を得るた

めにも、引き続き、国・地方を通じて徹底した行財政改革を行うとともに、

地方分権改革を断行していかなければならない。 

 

また、今後の社会保障制度の総合的かつ集中的な改革に当たっては、社

会保障制度運営の中核として住民と直接向き合う地方はまさに社会保障

の運営責任者であることから、企画立案段階からの国と地方の緊密な連

携・協力が不可欠である。このため、「社会保障制度改革国民会議」での

検討に地域の現場の意見を十分反映させるとともに、「国と地方の協議の

場」において真摯に議論することにより、国と地方の力を結集し、真に国

民が将来を託し得る持続可能な社会保障制度の実現を求める。 

 

 平成24年8月10日 

地方六団体 

全 国 知 事 会 会 長 山田啓二 

全国都道府県議会議長会会長 山本教和 

全 国 市 長 会 会 長 森 民夫 

全 国 市 議 会 議 長 会 会 長 関谷 博 

全 国 町 村 会 会 長 藤原忠彦 

全国町村議会議長会会長 髙橋 正 
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地方交付税の執行抑制に関する共同声明 

 

特例公債法案成立の目途が未だに立たないことを受け、本日の閣議にお

いて、財務大臣から当面の予算執行について可能な限り後ろ倒しを図るよ

う要請がなされ、これを受けて総務大臣から普通交付税の 11 月分につい

て、暫定的な対応として、道府県分・市町村分ともに、当面交付を見合わ

せる旨の発言があったところである。 

 

道府県においては、既に９月分について月割り交付となっており、これ

により生じた資金不足に対処するため、金融機関からの短期借り入れを行

っている団体もある。執行抑制の影響が市町村に及ぶ事態となれば、財政

力や資金調達力が弱い団体が多数を占めることから、その影響はさらに深

刻なものとなることは避けられない。 

 

もとより、地方交付税は、義務的なものを中心に国民生活に直結する行

政サービスを提供するための財源であり、その交付が遅滞することは、国

民生活に極めて重大な影響を及ぼすことになりかねない。 

 

よって、国会及び政府におかれては、特例公債法案の取扱いなど適切な

対応を図り、地方の固有財源である地方交付税の交付に支障を生じさせる

ことがないよう、強く要請する。 

 

 平成 24 年 10 月 30 日 

地方六団体 

全 国 知 事 会 会 長 山田 啓二 

全国都道府県議会議長会会長 山本 教和 

全 国 市 長 会 会 長 森  民夫 

全 国 市 議 会 議 長 会 会 長 関谷  博 

全 国 町 村 会 会 長 藤原 忠彦 

全国町村議会議長会会長 髙橋  正 
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地方公務員制度改革関連法案について 

 

本日、政府は地方公務員の労働関係に関する法律案等について、閣議決定を

行った。 

 

我々地方六団体は、先般「国と地方の協議の場」において、政府の制度案に

ついて、地方公務員の実質的な身分保障を維持しつつ協約締結権を付与するも

のであり、「公務員優遇」の批判を免れず、給与決定に至る行政コストも増大

すること、消防職員への団結権等の付与は指揮命令系統の混乱をもたらし消防

活動に支障をきたすこと等の問題点を指摘したところである。   

また、制度設計上も地方の特性や多様性が考慮されておらず、民間給与の調

査方法や団体交渉当事者の認定要件等について検討が不備であることを指摘し、

法案化に反対せざるを得ないとの意見を表明した。 

 

 本日閣議決定された法律案は、依然として根本的な問題を内包しており、未

だ議論が尽くされたものとはなっておらず、地方の意見を真摯に反映しなけれ

ば、地方及び国民の理解を得ることは難しい。 

 

「国と地方の協議の場」における分科会を設置し議論を尽くすべきとの我々

の意見にかかわらず、政府が法律案の閣議決定を行ったことは甚だ遺憾である。 

 

 

平成 24 年 11 月 15 日 

 

地方六団体 

 

全 国 知 事 会 会 長   山田啓二 

全国都道府県議会議長会会長    山本教和 

全 国 市 長 会 会 長   森 民夫 

全国市議会議長会会長   関谷 博 

全 国 町 村 会 会 長   藤原忠彦 

全 国 町 村 議 長 会 会 長   髙橋 正 
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         新内閣発足に当たっての共同声明 

 

本日、安倍新内閣が発足することとなった。 

 

我が国は東日本大震災からの復興をはじめ、円高・デフレや人口構造の激変な

どの大きな課題をかかえている。安倍総理は、新内閣を「危機突破内閣」と命名

されたが、我々は、新内閣がこれら課題に果敢に取り組み、地方と連携・協力す

ることでこれらの課題を解決し、日本再生を成し遂げることを期待している。 

 

現状では、震災復興の進捗、地域経済・雇用情勢は厳しい状況が続いており、

景気を回復させるためにも大胆な対策が必要である。大型補正予算を速やかに編

成・成立させ、地方の実情に十分配慮しながら、 

 東日本大震災からの早期復興と日本全体の防災・減災対策の強化・加速 

 中小企業支援や雇用対策を地域の創意工夫を活かして実現する新たな制度

の創設による地域経済の活性化 

 地域間格差の是正に向けた農林水産業の振興や農山漁村の再生・活性化 

 地方の主体的・積極的な取り組みを支えるための十分な地方財源の確保（交

付金、基金の拡充等） 

などの効果的な経済対策を迅速に実施すること、合わせて平成 25 年度当初予算の

速やかな編成等を通じ、切れ目のない万全の措置を講じることを求めたい。我々

地方も、新内閣とともに積極的に取り組んでいく。 

 

また、効果的な施策立案・実施には、現場を担う地方の意見を適切に反映して

いくことが不可欠である。早期に「国と地方の協議の場」を開催し、国と地方の

関係を深めていくことを求めたい。 

 

衆・参両院での地方分権推進決議から約 20 年となる。新内閣におかれては、こ

れまで進めてきた地方分権改革の歩みを止めることなく、現場を重視し、住民の

視点に立って、さらなる改革に邁進することを期待する。 

 

 

平成 24 年 12 月 26 日 

 

地方六団体  全 国 知 事 会 会 長   山田啓二 

全国都道府県議会議長会会長    山本教和 

全 国 市 長 会 会 長   森 民夫 

全国市議会議長会会長   関谷 博 

全 国 町 村 会 会 長   藤原忠彦 

全国町村議会議長会会長   髙橋 正 
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地方六団体の活動> 要請活動
地方六団体の活動> 政党関係
地方六団体の活動> 地方六団体の動き
分野から探す> 地方行財政関係
活動から探す> 政党関係
活動から探す> 要請活動
地方六団体の活動> 記者会見・要望・声明・コメント

１月８日（火）、山田全国知事会会長はじめ地方六団体会長は「平成24年度補正予算及び平成25年度予算」につい
て、安倍内閣総理大臣はじめ菅内閣官房長官、新藤総務大臣、自由民主党及び公明党幹部に要請活動を行いました。
要請文は以下のとおりです。

（問合せ先：調査第一部 03-5212-9130）

安倍内閣総理大臣への要請活動の様子

菅内閣官房長官への要請活動の様子

地方六団体による政府・与党への要請について (平成25年01月09日)
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新藤総務大臣への要請活動の様子

自由民主党幹部への要請活動の様子

自由民主党高市政務調査会長への要請活動の様子
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自由民主党土屋政務調査会総務部会長への要請活動の様子

公明党幹部への要請活動の様子

平成24年度補正予算及び平成25年度予算に係る要請について

＜戻る
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平成 24 年度補正予算及び平成 25 年度予算に係る要請について 

 

我が国は東日本大震災からの復興をはじめ、円高・デフレや人口構造の激変などの大

きな課題をかかえています。安倍総理は、「危機突破内閣」を組織されたが、我々は、新

内閣がこれら課題に果敢に取り組み、地方と連携・協力することでこれらの課題を解決

し、日本再生を成し遂げられることを期待します。 

また、衆・参両院での地方分権推進決議から約 20 年となります。新内閣におかれて

は、これまで進めてきた地方分権改革の歩みを止めることなく、現場を重視し、住民の

視点に立って、さらなる改革に邁進されることを望みます。 

とりわけ、日本再生が喫緊の課題とされている中、現在検討が進められている平成 24

年度補正予算及び平成 25 年度予算については、これらの速やかな編成等を通じ、切れ目

のない万全の措置を講じられるよう要請します。 

国と地方が連携･協力してこそ日本の再生は実現できるのであり、地方も責任を持って、

新内閣とともに経済再生･国民生活の安定に積極的に取り組んでまいります。 

 

１．平成 24 年度補正予算 

地域経済の回復なくして、日本経済の再生はない。予定される大規模補正予算にお

いては、全国的な防災・減災対策、成長分野等への重点投資、中小企業経営や雇用確

保等に対するきめ細かな支援、農林水産業の活性化等、以下のような地域経済の活性

化対策を効果的に講じていただきたい。 

また、これらの施策を短期間に円滑に実施するため、地域の実情に応じた柔軟に執

行できる地方財源の確保に配慮いただきたい。 

○ 東日本大震災からの早期復興や原発事故対策に必要な予算を確保すること。また、

効果的な公共事業の実施や老朽インフラの再生等を含めた日本全体の防災・減災

対策を強化・加速させること。さらに、病院、学校、社会福祉施設等の耐震化の

推進のための予算を重点的に確保すること。 

○ 地域経済を支える中小企業に対する経営・金融支援を充実すること。また、地域

での雇用確保対策を行うため、雇用創出基金が地域経済を下支えしていることを

踏まえ、地域の創意工夫を活かして実現する新たな基金制度等を創設すること。 

○ 成長分野や医療・福祉、教育への重点投資を図り、再生可能エネルギーや資源確

保のためのエネルギー・環境分野はもとより、高度医療、高齢者等への社会保障

サービス、グローバル人材の育成、観光促進や社会全体のＩＣＴ化などに予算を

重点配分すること。 

○ 地域間格差の是正に向けた農林水産業や農山漁村の再生・活性化の推進、農商工

連携等への重点配分を図ること。 
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○ 地方の自主的な取り組みを支援するための、補正予算に伴う地方負担に対する新

たな交付金や、経済対策を切れ目なく講じるための、地方がきめ細かに活用でき

る新たな交付金の創設など、地方の円滑な事業実施を可能とするために十分な地

方財源を確保すること。 

 

２．平成 25 年度予算及び税制改正 

社会保障関係経費の増等による厳しい地方財政の状況を踏まえ、地方税、地方交付

税等の一般財源の総額について、実質的に平成 24 年度の水準を下回らないように確保

していただきたい。なお、地方はこれまで給与の独自削減や人員削減を行うなど既に

国を上回る不断の行革を実施していることや地域経済の状況も考慮いただき、地方に

おいて自主的かつ適切な対応が図れるよう、地方交付税総額の確保に十分配慮いただ

きたい。 

また、国の予算の動向は地方の予算編成に大きな影響を与えることから、可能な限

り早期の予算編成に努めていただきたい。 

現行の地方税収が厳しい状況にあることなどを踏まえ、税制改正に当たっては、地

方の財政運営に十分配慮して制度設計をしていただきたい。特に、地球温暖化対策の

ための税の使途を森林吸収源対策にも拡大するとともに、その一部を地方財源化する

など、地方の役割等に応じた税財源を確保する仕組みを構築すべきである。また、自

動車取得税及び自動車重量税については、基本的に堅持すべきであり、具体的な代替

税財源を示すことなく見直すことは断じてあってはならない。 

さらに、地域自主戦略交付金の見直しについては、地域経済に悪影響を与えること

のないよう事業の継続性に配慮するとともに、地方の意見を十分反映するものとして

いただきたい。 

 

３．国と地方の協議の場の積極的な活用 

効果的な施策立案・実施のためにも、早期に「国と地方の協議の場」を開催し、現

場を担う地方の意見を適切に反映していただきたい。 

 
 平成 25 年 1月 8 日 

地方六団体 

全 国 知 事 会 会 長 山田 啓二 

全国都道府県議会議長会会長 山本 教和 

全 国 市 長 会 会 長 森  民夫 

全 国 市 議 会 議 長 会 会 長 関谷  博 

全 国 町 村 会 会 長 藤原 忠彦 

全 国 町 村 議 会 議 長 会 会 長 髙橋  正 
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地方六団体の活動> 要請活動
地方六団体の活動> 政党関係
地方六団体の活動> 地方六団体の動き
分野から探す> 地方行財政関係
活動から探す> 政党関係
活動から探す> 要請活動

１月２４日（木）、自由民主党政務調査会総務部会が開催され、地方六団体代表者が出席しました。本会からは、上
田全国知事会副会長（埼玉県知事）が出席し、地方六団体を代表して要望を行いました。

（問合せ先：調査第一部 03-5212-9130）

上田全国知事会副会長（埼玉県知事）

・自民党政務調査会総務部会の様子

＜戻る

自由民主党政務調査会総務部会への出席について (平成25年01月24日)
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「平成２５年度与党税制改正大綱」について 
 
 

本日、「平成２５年度与党税制改正大綱」が決定された。 
昨年 12 月の総選挙による政権交代の後、平成 25 年度予算の速やかな編成に向け限られ

た時間の中、とりまとめにあたられた政府与党の関係各位のご尽力に敬意を表します。 
しかし、地方税制は地方の自主財源の根幹をなすにもかかわらず、地方の意見を聞く機

会が設けられず、地方の声が必ずしも十分反映されたとはいえないものとなっており、今
後の検討課題とされた事項については、地方の意見を十分踏まえた措置を講じられるよう
強く求めます。 

 
１ 自動車取得税について 

自動車取得税については、消費税８％の段階でエコカー減税の拡充などグリーン化を強
化し、消費税 10％の時点で廃止する方向で改革を行うことは明記する一方、その代替財源
については、消費税 10％段階で自動車税において新たな課税を実施するなど、地方財政へ
は影響を及ぼさないとの方向が示されているものの、その具体的な措置が明記されなかっ
たことは、誠に遺憾である。 
自動車取得税は、道路特定財源として創設され、平成 21 年度に一般財源化された以降

も、それを大きく上回る道路の維持・整備費の貴重な財源となっており、道路や橋梁、ト
ンネルなどの老朽化に対する安全確保が求められる今日、都道府県及び市町村の重要税源
として不可欠なものとなっている。 
平成 26 年度税制改正に向けた検討に当たっては、地方団体の意見を十分踏まえ、都道

府県及び市町村に減収が生ずることのないよう、地方税又は少なくとも地方譲与税による
安定的な税財源を確保するべきであり、この措置が同時に実施されない限りは、自動車取
得税は廃止するべきではないことを強く求める。 

 
２ 地球温暖化対策のための税について 

地球温暖化対策のための税について、その使途を森林吸収源対策にも拡大するとともに、
その一部を地方税源化するなど、地方の役割等に応じた税財源を確保する仕組みを創設す
べきとする地方の提言が見送られたことは誠に残念である。 
今回の大綱において「森林吸収源対策及び地方の地球温暖化対策に関する財源の確保に

ついて早急に総合的な検討を行う」とされたことを踏まえ、今後の税制改正論議を通じて、
地球温暖化対策に地方公共団体が果たす役割を適切に反映した新たな地方税源化等の制度
が速やかに創設されるよう強く求める。 

 
３ 個人住民税における住宅ローン控除について 

消費税引上げに伴う住宅取得対策として、個人住民税における住宅ローン控除の対象期
間を４年間延長するとともに、その限度額を拡充し、この措置による個人住民税の減収額
は、全額国費で補てんするとされた。 
個人住民税は「地域社会の会費」であり、新たな税額控除の導入は厳に慎むべきである

ことから、住宅ローン控除の限度額が三位一体改革による税源移譲の範囲を超えて拡大さ
れたことは問題であるが、地方団体の減収額の全額を国費により補てんすると明記された
ことは、地方の意見が相当程度反映されたものと評価したい。 

今後の予算編成に当たっては、地方特例交付金等の明確な財源措置を講ずるべきである。 

 
平成 25 年 1 月 24 日 
地方六団体 

全 国 知 事 会 会 長 山田 啓二 

全国都道府県議会議長会会長 山本 教和 

全 国 市 長 会 会 長 森  民夫 

全 国 市 議 会 議 長 会 会 長 関谷  博 

全 国 町 村 会 会 長 藤原 忠彦 

全 国 町 村 議 会 議 長 会 会 長 髙橋  正 
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平成 25 年度地方財政対策・地方公務員給与についての共同声明

本日、平成 25 年度地方財政対策に関する閣僚間折衝が行われ、通常収

支分の地方交付税について、出口ベースで17.1兆円を確保するとともに、

地方の一般財源総額について、平成 24 年度と同水準となる 59.8 兆円を

確保することが決定された。

１．今回の決定においては、地方が強く訴えてきた一般財源総額確保の

要請に応え、緊急防災・減災事業や地域の元気づくり事業の需要の積

み上げが行われたこと、地方交付税の別枠加算が確保されたことなど、

総務大臣をはじめ政府関係者の財源確保に向けての努力・工夫につい

ては受け止めるものである。しかしながら、今回の地方公務員給与の

取扱いについては、以下に述べるような本質的な問題が内在しており、

この点については極めて遺憾であると言わざるを得ない。

緊急経済対策や大胆な「15 ヶ月予算」の円滑かつ迅速な実行により、

地域経済の活性化に国と地方が協働して取り組もうとしている一方で、

この１０年あまりの国をはるかに上回る地方の行財政改革の努力を適

切に評価することなく、国家公務員の給与減額支給措置に準じて地方

公務員の給与の削減を求めるとともに、それを反映して地方交付税を

削減したことは、財政力の弱い団体ほどその影響を大きく受けるもの

である。また、「地域経済の再生なくして、日本経済の再生なし」との

国と地方の共通認識からも、極めて問題である。

２．そもそも地方公務員の給与は、公平･中立な知見を踏まえつつ、議会

や住民の意思に基づき地方が自主的に決定すべきものであり、国が地

方公務員の給与削減を強制することは、地方自治の根幹に関わる問題

である。ましてや、地方交付税を国の政策目的を達成するための手段

として用いることは、地方の固有財源という性格を否定するものであ

り、断じて行うべきではない。

我々地方六団体は、国と地方の信頼関係を重視する立場から、地方

との十分な協議を経ないまま、地方公務員給与費に係る地方交付税を

一方的に削減する今回のような措置を二度と行わないよう、強く求め

る。本来、給与は地方公務員法により、個々の自治体の条例に基づき、

自主的に決定されるものであり、その自主性を侵すことのないよう強

く求める。
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３．また、自公政権下において地方分権改革推進委員会から 3.5 万人の

国家公務員の削減勧告がなされたことも踏まえ、国において早急かつ

抜本的に地方並みの定数削減を断行すべきである。

その上で、公務員の総人件費や給与適正化のあり方については、国・

地方を通じた中長期的な行財政改革の中で考えるべきであり、今後ラ

スパイレス指数のあり方を含め、給与と手当の総合的な比較を行い、

早急に「国と地方の協議の場」等において十分協議することを求める。

        平成 25 年 1月 27 日 

          地方六団体 

全 国 知 事 会 会 長 山田 啓二

全国都道府県議会議長会会長 山本 教和

全 国 市 長 会 会 長 森  民夫

全 国 市 議 会 議 長 会 会 長 関谷  博

全 国 町 村 会 会 長 藤原 忠彦

全国町村議会議長会会長 髙橋  正
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分野から探す> 社会・文教関係
活動から探す> 委員会・会議等> 委員会> 社会保障常任委員会

２月２８日（木）、総理官邸において、第５回社会保障制度改革国民会議が開催され、地方三団体に対してヒアリン
グが行われました。本会からは福田社会保障常任委員長（栃木県知事）が出席し、地方三団体提出資料について代表
して意見を述べました。
配付資料は以下のとおりです。

（問合せ先：調査第二部 03-5212-9131）

資料１ 社会保障制度改革推進法関係資料
資料２ 三党実務者協議関係資料
地方三団体提出資料
全国市長会提出資料Ⅰ
全国市長会提出資料Ⅱ
全国市長会提出資料Ⅲ
全国町村会提出資料
全国町村会提出資料（川上村の福祉・介護・医療連携について）
財政制度等審議会提出資料
財政制度等審議会提出資料（参考資料）

福田社会保障常任委員長（栃木県知事）

地方三団体出席者

「第５回社会保障制度改革国民会議」について (平成25年03月01日)
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の
受
益
と
負
担

の
明
確
化
を
図
っ
た
も
の
。

○
窓
口

で
あ

る
市

町
村

の
説

明
努

力
等

に
よ

り
、

当
初

の
批

判
や

反
発

も
沈

静
化
し

、
制
度

の
改
善

も
図

ら
れ
、

施
行

か
ら

約
５

年
を
経
過

し
た
現
在
で
は
定
着
し

て
い
る
。

1
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検
討
の
方
向
性

１
．

国
民

健
康

保
険

制
度

に
つ

い
て

○
国

民
皆

保
険

の
堅

持
の

た
め

に
は
、

医
療

保
険

に
お

け
る

最
後

の
セ

ー
フ

テ
ィ

ネ
ッ

ト
で

あ
る

国
民

健
康

保
険

の
構

造
的

な

問
題

を
抜

本
的

に
解

決
し

、
基
盤
強
化
を
行

う
こ
と
は
必
要

不
可
欠
。

○
社

会
保

障
・

税
一

体
改

革
に

よ
る
国
民
健
康

保
険
へ

の
追

加
公
費
投

入
額
は

2
,
2
0
0
億

円
と

な
っ

て
お

り
、

当
面

一
定

の
効

果

は
見

込
ま

れ
る

も
の

の
、

構
造

的
な

問
題
の

抜
本

的
な

解
決

に
は
不

十
分

で
あ

り
、

こ
れ

を
も

っ
て

将
来

的
に

持
続

可
能

な
制

度
が

実
現

す
る

と
は

考
え

ら
れ

な
い

。
医
療

費
適

正
化

、
保

険
料
適

正
化

、
被

用
者

保
険

と
の

財
政

調
整

、
公

費
投

入
等

を
ど

う
組

み
合

わ
せ

て
持

続
可

能
な
国
民
健
康
保

険
制
度
を
実
現

す
る
の
か
、
国

は
方
針

を
明

確
に

す
べ

き
。

○
上

記
の

問
題

を
早

急
に

解
決
し

た
上
で

、
国
民

健
康
保

険
の
保

険
者
の

あ
り
方

に
つ

い
て

も
検

討
す

べ
き

。

２
後

期
高

齢
者

医
療

制
度
に
つ
い
て

２
．

後
期

高
齢

者
医

療
制

度
に
つ
い
て

○
後

期
高

齢
者

医
療

制
度

は
定

着
し

て
お

り
、

現
行

の
枠

組
み

は
維

持
し

、
必

要
な

改
善

を
加

え
な

が
ら

、
安

定
的

な
運

営
に

努
め

る
べ

き
。

○
後

期
高

齢
者

医
療

制
度

の
改

善
を

行
う

場
合

に
は

、
高

齢
世

代
間

、
高

齢
世

代
と

現
役

世
代

間
、

国
保

や
被

用
者

保
険

と
、

ど
の

よ
う

に
負

担
を

分
か

ち
合

う
の

が
公

平
で

あ
る

か
等

を
勘

案
し

、
地

方
と

十
分

協
議

を
行

っ
た

上
で

、
地

方
の

納
得

の
下

に
行

う
べ

き
。

３
．

医
療

保
険

制
度

の
一

本
化

に
つ
い

て

○
さ

ら
に

、
国

民
皆

保
険

体
制

を
堅

持
し

、
制

度
間

の
不

均
衡

を
是

正
す

る
と

と
も

に
、

給
付

の
平

等
と

負
担

の
公

平
を

図
る

た
め

、
国

民
健

康
保

険
を

含
め

た
医

療
保

険
制

度
に

つ
い

て
、

全
国

レ
ベ

ル
の

一
本

化
に

向
け

て
具

体
的

な
道

筋
を

提
示

す
べ

き
。

2
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昭
和

6
0
年
度

平
成

2
2
年
度

差

被
保
険
者
の
う
ち
6
0
歳
以
上
の
割
合

２
７
．
０
％

４
５
．
５
％

＋
１
８
．
５

世
帯
主
が
農
林
水
産
業
･
自
営
業
の
割
合

（
※

1）
４
３
．
６
％

１
８
．
６
％

－
２
５
．
０

世
帯
主
が
無
職
者
（
年
金
生
活
者
を
含
む
）
の
割
合

（
※

1）
２
３
．
７
％

４
０
．
８
％

＋
１
７
．
１

（
参
考
）市
町
村
国
保
の
被
保
険
者
の
状
況

（
参
考
）各
保
険
者
の
比
較

市
町
村
国
保

協
会
け
ん
ぽ

組
合

健
保

共
済

組
合

加
入

者
数

（
平
成
2
3
年
3
月
末
）

３
，
５
４
９
万
人

３
，
４
８
５

万
人

２
，

９
６

１
万
人

９
１

９
万

人

加
入

者
平

均
年
齢
（

平
成
2
2
年
度
）

４
９
．
７
歳

３
６
．
３
歳

３
４

．
０

歳
３

３
．

４
歳

6
5
～

7
4
歳

の
割
合
（

平
成
2
2
年
度
）

３
１
．
３
％

４
．
８

％
２

．
６

％
１

．
６

％

加
入

者
一

人
当
た
り

医
療
費

（
平
成

22
年
度
）

（
※
2）

２
９
．
９
万
円

１
５
．
６
万

円
１

３
．

８
万

円
１

４
．

０
万

円

加
入

者
一

人
当
た
り

平
均
所

得
（
平

成
2
2年

度
）

８
４
万
円

１
３
７
万
円

１
９

７
万

円
２

２
９

万
円

(※
1
) 
 世
帯
主
が
国
保
被
保
険
者
の
資
格
を
有
し
な
い
擬
制
世
帯
及
び
職
業
不
詳
の
世
帯
を
除
い
て
集
計
し
て
い
る
。

(※
2
)
加
入
者
一
人
当
た
り
医
療
費
に
つ
い
て
、
協
会
け
ん
ぽ
及
び
組
合
健
保
に
つ
い
て
は
速
報
値
で
あ
る
。
ま
た
共
済
組
合
は
審
査
支
払
機
関
に
お
け
る
審
査
分
の
医
療
費
（
療
養
費
等
を
含
ま
な
い
）
で
あ
る
。

(※
3
)
市
町
村
国
保
に
お
い
て
は
、
総
所
得
金
額
等
（
収
入
総
額
か
ら
必
要
経
費
や
給
与
所
得
控
除
、
公
的
年
金
等
控
除
を
差
し
引
い
た
も
の
）を
指
す
。
協
会
け
ん
ぽ
、
組
合
健
保
、
共
済
組
合
に
つ
い
て
は
「
加
入
者
一
人
あ
た
り
保

険
料
の
賦
課
対
象
と
な
る
額
」
（標
準
報
酬
総
額
を
加
入
者
数
で
割
っ
た
も
の
）か
ら
給
与
所
得
控
除
に
相
当
す
る
額
を
除
い
た
参
考
値
で
あ
る
。

(※
4
)
保
険
料
負
担
率
は
、
加
入
者
一
人
当
た
り
平
均
保
険
料
を
加
入
者
一
人
当
た
り
平
均
所
得
で
除
し
た
額
。

最
大

最
小

一
人
当
た
り
医
療
費
の
都
道
府

県
内
格

差
（
平

成
2
2年

度
）

2
.
6
倍

（
沖
縄
県
）

1
.
2
倍
（
富
山
県
）

一
人
当
た
り
所
得
の
都
道
府
県

内
格
差

（
平
成

2
1
年
度

）
6
.
5
倍

（
秋
田
県
）

1
.
3
倍
（
富
山
県
）

一
人
当
た
り
保
険
料
の
都
道
府

県
内
格

差
（
平

成
2
2年

度
）

2
.
8
倍

（
長
野
県
）

1
.
3
倍
（
富
山
県
）

（
参
考
）国
保
に
お
け
る
市
町
村
間
の
格
差

（
厚
生
労
働
省
資
料
よ
り
抜
粋
）

3

加
入

者
一

人
当
た
り

平
均
所

得
（
平

成
2
2年

度
）

（
※
3）

８
４
万
円

１
３
７
万
円

１
９

７
万

円
２

２
９

万
円

保
険

料
負

担
率

（
※
4）

９
．
７
％

７
．
１

％
４

．
８

％
４

．
９

％

公
費

負
担

（
定
率
分

の
み
）

給
付
費
等
の

５
０
％

給
付
費
等
の

１
６
．
４
％

財
政

窮
迫

組
合
に
対

す
る

定
額

補
助

な
し

公
費

負
担

額
（
平
成

24
年
度

予
算
ベ
ー
ス
）

３
兆
４
，
４
５
９
億
円

１
兆
１
，
８
２
２
億

円
１

６
億

円
な

し
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○
今
後

の
高

齢
化

に
伴

い
需

要
の

急
増

が
見

込
ま

れ
る

医
療

サ
ー

ビ
ス

及
び

増
嵩
す

る
医
療

費
に
対

応
す

る
た
め

、
限

り
あ

る
医

療
資
源
を

効
果
的
か
つ
効
率
的
に

活
用
し
て
い
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
。

○
平

成
2
2
年

6
月

の
厚

生
労

働
省

の
調

査
に

よ
る

と
、

現
医

師
数

に
対

す
る

必
要

医
師

数
の

倍
率

は
、

岩
手

県
の

1
.
4
0

倍
（

追
加

必
要

医
師

数
：

6
4
0
人

）
を

筆
頭

に
、

最
低

の
東

京
都

で
も

1
.
0
8
倍

（
追

加
必

要
医

師
数

：
1
,
6
5
6

人
）

と
全

都
道

府
県

で
地

域
医

療
の

現
場

が
慢

性
的

な
医

師
不

足
や

地
域

偏
在

が
生

じ
て

い
る

。
ま

た
、

同
調

査
に

よ
る

と
診

療
科

間
で

も
医

師
の

偏
在

が
生

じ
て

お
り

、
救

急
科

、
リ

ハ
ビ

リ
科

、
産

科
等

の
医

師
不

足
が

顕
著

と

な
っ

て
い

る
。

２
医

療
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
に
つ
い
て

現
状
・課
題

○
各
都

道
府

県
に

お
い

て
は

、
地

域
医

療
再

生
基

金
等

を
活

用
し

、
地

域
の

実
情
に

応
じ
た

医
師
確

保
等

を
図
っ

て
き

た
が
、

当
該

基
金
事
業

終
了
後
も
、
地
域
医
療

の
確
保
の
た
め
に
は
、
中

長
期
的
な
視
点
に
立
っ
た
事
業
の
展
開
が
必
要
で
あ
る
。

（
現
員
医
師
数
＋
追
加
必
要
医
師
数
）
／
現
員
医
師
数

全
国
：
1
.1
4
倍
（
追
加
必
要
医
師
数
：
2
4
,0
3
3
人
）
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○
高

齢
化

に
伴

う
医

療
費

の
増

嵩
に

対
応

す
る

た
め

、
医

療
機

関
の

機
能

分
化

、
病

院
連

携
等

の
推

進
、

在
宅

医
療

の
推

進

等
に

よ
り

平
均

在
院

日
数

の
縮

減
を

図
る

こ
と

や
ジ

ェ
ネ

リ
ッ

ク
医

薬
品

の
利

用
を

促
進

す
る

こ
と

等
で

、
医

療
費

の
適

正

化
を

進
め
る
べ

き
。

○
医

師
・
看
護
師
を

始
め
と
す
る
医

療
従
事
者
数
が
限
ら
れ
る

中
、

・
医

療
機
関
等
（
急
性
期

病
床
－
亜
急
性
期
･回

復
期
病
床
－
慢

性
期
病
床
－
診
療
所
･訪

問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

等
）

の
機
能
分
担

と
連
携

強
化

・
地

域
偏
在
と
診
療
科
間

の
偏
在
の
解
消

等
を

図
り

い
ず
れ
の
地
域
に

お
い
て
も

地
域
住
民

へ
の
必
要
な
医
療
提
供

体
制
の
整
備

が
必
要

検
討
の
方
向
性

等
を

図
り
、
い
ず
れ
の
地
域
に

お
い
て
も
、
地
域
住
民

へ
の
必
要
な
医
療
提
供

体
制
の
整
備

が
必
要
。

○
地

域
及

び
診

療
科

に
お

け
る

医
師

偏
在

や
全

国
的

に
深

刻
な

状
況

に
陥

っ
て

い
る

医
師

不
足

の
抜

本
的

改
善

を
図

る
た

め
、

地
域

及
び

診
療

科
に

お
け

る
必

要
な

医
師

数
を

明
確

に
し

た
上

で
、

医
師

養
成

の
在

り
方

等
に

つ
い

て
早

急
に

見
直

す
と

と

も
に

、
診

療
報

酬
の

適
切

な
見

直
し

等
に

よ
る

病
院

勤
務

医
の

処
遇

改
善

及
び

負
担

軽
減

策
の

よ
り

一
層

の
充

実
を

図
る

な

ど
、

医
師
確
保

対
策
を
強
力
に
推
進
す

べ
き
。

○
よ

り
効

率
的

か
つ

適
切

な
医

療
提

供
の

た
め

に
は

、
介

護
と

の
連

携
が

重
要

で
あ

り
、

地
方

と
十

分
協

議
の

上
、

そ
れ

ぞ

れ
の

主
体
が
円

滑
に
連
携
で
き
る
よ
う

な
制
度
構
築
に
取
り
組
む

べ
き
。

○
国

民
の

健
康

づ
く

り
を

積
極

的
に

推
進

す
る

た
め

に
は

、
県

・
市

町
村

が
担

う
健

康
増

進
の

取
組

が
よ

り
効

果
的

に
実

施

で
き

る
よ
う
、

こ
れ
ら
を
担
う
十
分
な

マ
ン
パ
ワ
ー
を
確
保
･拡

充
す
べ
き
。
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病
院
等
に
お
け
る
必
要
医
師
数
実
態
調
査
（
平
成
22
年
6月
1日
現
在
。
厚
生
労
働
省
調
べ
。
）
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15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

（
参
考
）
都
道
府
県
別
人
口
10
万
対
医
師
数
の
状
況
（
医
療
施
設
従
事
者
）

平
均
値

21
9.
0

（
人
）
） 05010

0

15
0

北 海 道

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神 奈 川 県

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和 歌 山 県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

沖 縄 県

平
成
22
年
医
師
･歯
科
医
師
・
薬
剤
師
調
査
（
厚
生
労
働
省
）
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３
介

護
保
険
制
度
に
つ
い
て

○
制

度
発

足
（

2
0
0
0
年

）
か

ら
1
2
年

間
で

、
要

介
護

（
要

支
援
）

認
定

者
数

は
2
1
8
万

人
か

ら
5
3
3
万

人
（

約
2
.
4
4
倍

）
に

、
サ

ー
ビ

ス

利
用

者
数

は
1
4
9
万

人
か

ら
4
4
5
万

人
（

約
３

倍
）

に
増

加
。

こ
の

間
、

介
護

費
用

は
3
.
6
兆

円
か

ら
8
.
9
兆

円
（

約
2
.
4
倍

）
に

、
第

１

号
保
険

料
は

2
,
9
1
1
円

か
ら

4
,
9
7
2
円
（
約

1
.
7
倍

）
に
増

加
。

○
今

後
の

更
な

る
高

齢
化

の
進

展
に

よ
り

、
2
0
2
5
年

度
の

サ
ー
ビ

ス
利

用
者

数
は

6
5
7
万

人
（

2
0
1
2
年

度
の

1
.
5
倍

）
と

推
計

さ
れ

、
介

護
費

用
は

約
2
0
兆

円
ま

で
膨

ら
み

、
第

１
号

保
険

料
は

8
,
0
0
0
円

を
超

え
る

見
込

み
。

併
せ

て
、

サ
ー

ビ
ス

量
の

変
化

に
伴

い
、

介
護

職
員
は

最
大

2
4
9
万

人
（

2
0
1
2
年

度
（
1
4
9
万
人
）

の
1
.
6
倍
）
と

な
る
見

込
み
。
（
厚
生

労
働

省
資

料
）

現
状
・
課
題

検
討
の
方
向
性

介
護

保
険

制
度

を
安

定
的
か

つ
持
続
可
能
な

も
の

と
し
、
国
民
の

保
険

料
に

係
る

負
担

の
増

大
を

抑
制

１
．

安
定

的
か

つ
持

続
可

能
な

制
度
の

構
築

介
護

保
険

制
度

を
安

定
的
か

つ
持
続
可
能
な

も
の

と
し
、
国
民
の

保
険

料
に

係
る

負
担

の
増

大
を

抑
制

す
る

た
め

に
は

、
更

な
る

国
費

負
担
の

拡
充
、
利
用

者
負
担

等
の
適

切
な

見
直

し
、

従
事

者
の

確
保

が
不

可
欠

。

○
介

護
保

険
財

政
の

健
全

な
運

営
の
た

め
、

保
険

者
の

個
々

の
実

態
を

考
慮

し
つ

つ
、

将
来

に
わ

た
っ

て
保

険
者

の
財

政
負

担

や
保

険
料

負
担

が
過

重
と

な
ら
な
い

よ
う
、

国
に
よ

る
十
分

か
つ
適

切
な
財

政
措
置

が
必

要
。

○
一

体
改

革
に

よ
る

「
第

１
号
保

険
料
の

低
所
得

者
保
険

料
軽
減

強
化
１

，
３
０

０
億

円
」

を
必

ず
確

保
す

る
こ

と
が

必
要

。

○
低

所
得

者
対

策
に

つ
い

て
は

、
国
の

責
任

に
お

い
て

、
確

実
に

財
源

を
確

保
し

、
基

準
の

策
定

も
含

め
て

総
合

的
か

つ
統

一

的
な

対
策

を
講

じ
る

こ
と

が
必

要
。

世
代
間

の
公

平
性

や
制

度
運

営
の

安
定

性
の

観
点

か
ら

、
所

得
に

加
え

、
保

険
者

事
務

負

担
に

配
慮

し
た

資
産

の
適

正
な
評
価

等
の
総

合
的
な

対
策
が

必
要
。

○
介

護
従

事
者

を
安

定
的

に
確

保
す
る

た
め

、
労

働
環

境
の

改
善

や
介

護
報

酬
の

一
定

割
合

が
確

実
に

給
与

に
反

映
さ

れ
る

仕

組
み

の
構

築
が

必
要

。
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検
討
の
方
向
性

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス
テ

ム
（

医
療
・
介
護
・

予
防

・
住
ま

い
・

生
活

支
援

サ
ー

ビ
ス

が
連

携
し

た
要

介
護

者
等

へ
の

包
括

的
支

援
）

の
推
進

は
、
方
向
性

と
し
て

は
適

切
。

同
シ

ス
テ

ム
を

よ
り
有

効
的

・
効
率
的
な
も

の
と

す
る
た

め
、

中
心

的
役

割
を

果
た

す
と

考
え

ら
れ

る
市

町
村

を
は

じ
め

、
関

係
機

関
等
地

域
の
実
情
を

十
分
踏

ま
え

て
推

進
す

る
こ

と
が

不
可

欠
。

２
．
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
推
進
等

○
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
と

い
う
言

葉
や

イ
メ

ー
ジ

が
先

行
し

て
お

り
、

具
体

的
な

仕
組

み
等

が
明

ら
か

に
な

っ
て

い
な

い

た
め

、
そ

の
内

容
に

つ
い

て
明
確
化

す
る
こ

と
が
必

要
。

○
超

人
口

減
少

、
超

高
齢

社
会

へ
の
対

処
と

し
て

、
ま

ち
づ

く
り

の
中

心
に

福
祉

・
介

護
・

医
療

サ
ー

ビ
ス

を
的

確
か

つ
効

率
○

超
人

口
減

少
、

超
高

齢
社

会
へ

の
対

処
と

し
て

、
ま

ち
づ

く
り

の
中

心
に

福
祉

介
護

医
療

サ
ー

ビ
ス

を
的

確
か

つ
効

率

的
に

提
供

す
る

仕
組

み
を

位
置

づ
け

る
と
と

も
に

、
関

係
機

関
と

連
携

す
る

こ
と

が
必

要
。

特
に

、
医

療
と

の
連

携
の

更
な

る

推
進

が
必

要
。

○
具

体
的

な
連

携
体

制
に

つ
い
て

は
、
市

町
村
が

判
断
し

て
決
め

ら
れ
る

仕
組
み

と
す

る
こ

と
が

必
要

。

○
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

中
核
と

な
る

の
は

、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
で

あ
り

、
同

セ
ン

タ
ー

の
体

制
整

備
が

必
要

。

と
り

わ
け

、
総

合
相

談
支

援
事
業
の

強
化
を

図
る
た

め
、
従

事
者
や

財
源
を

確
保
す

る
こ

と
が

必
要

。

３
．

そ
の

他

○
制

度
の

見
直

し
に

あ
た

っ
て

は
、

保
険

者
と

の
丁

寧
な

協
議

の
下

で
、

し
っ

か
り

と
意

見
を

反
映

さ
せ

る
こ

と
が

必
要

。

ま
た

、
見

直
し

に
伴

う
経

費
（

シ
ス

テ
ム

改
修

経
費

等
）

に
つ

い
て
は

国
に

お
い

て
必

要
額

を
確

実
に

確
保

す
る

と
と

も
に

、

現
場

が
混

乱
し

な
い

よ
う

国
民
へ
の
十
分
な

周
知
期
間
を
設

け
る
こ

と
が
必

要
。
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３ 地方公共団体金融機構

（非公開）代表者会議の開催状況

○平成２４年 ６月１３日

○平成２５年 ３月１９日
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